
（
厚
生
労
働
委
員
会
）

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
や
雇
用
就
業
形
態
の
多
様
化
の
進
展
等
雇
用
保
険
制
度
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
に
対
応
し
、
失

業
者
の
生
活
の
安
定
及
び
再
就
職
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
将
来
に
わ
た
り
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
給

付
の
見
直
し
等
を
図
る
ほ
か
、
保
険
料
率
の
引
上
げ
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正

１

受
給
者
の
再
就
職
時
賃
金
の
実
情
等
に
か
ん
が
み
、
基
本
手
当
日
額
の
算
定
に
係
る
賃
金
日
額
の
上
限
額
を
引
き
下
げ

る
と
と
も
に
、
賃
金
日
額
の
高
い
層
を
中
心
に
基
本
手
当
の
給
付
率
を
引
き
下
げ
る
。

２

基
本
手
当
の
所
定
給
付
日
数
に
つ
い
て

通
常
労
働
者
と
短
時
間
労
働
者
ご
と
に
定
め
て
い
る
現
行
の
体
系
を
見
直
し

、

、

倒
産
、
解
雇
等
に
よ
る
離
職
者
に
つ
い
て
は
現
行
の
通
常
労
働
者
の
日
数
に
、
そ
れ
以
外
の
離
職
者
に
つ
い
て
は
現
行
の

短
時
間
労
働
者
の
日
数
に
一
本
化
す
る
と
と
も
に
、
三
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
倒
産
、
解
雇
等
に
よ
る
離
職
者
に

つ
い
て
は
日
数
の
延
長
を
行
う
。



３

就
業
促
進
手
当
を
創
設
し
、
支
給
残
日
数
が
所
定
給
付
日
数
の
三
分
の
一
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
常
用
雇
用
以
外
の
就

業
に
も
基
本
手
当
の
一
定
割
合
を
支
給
す
る
。

４

教
育
訓
練
給
付
及
び
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
、
失
業
者
の
給
付
へ
の
重
点
化
等
を
図
る
た
め
、
給
付
率
等
の

見
直
し
を
行
う
。

二
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
に
係
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
、
賃
金
総
額
の
千
分
の
十
六
と
し
、
平
成
十
六
年
度
末
ま
で
の
間

は
暫
定
的
に
千
分
の
十
四
と
す
る
。

三
、
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正

船
員
保
険
に
つ
い
て
も
、
雇
用
保
険
法
の
改
正
に
準
じ
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


